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基本計画策定に係る検討体制
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PDO事業者
株式会社アール・アイ・エー

（業務内容）庁舎エリア整備基本計画
策定、基本・実施設計、
広場等運営検討等

執務環境・チェンマネ事業者
株式会社オカムラ

（業務内容）現状調査、執務室等面積算
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構成：各部局次長

○各WTの報告事項の検討
○その他基本計画事項の検討
・新庁舎

導入機能
庁舎の規模
ゾーニング 等

・公園及び広場
導入機能
ゾーニング 等

・エリア価値向上拠点
規模
導入機能 等

・駐車場（庁舎）
必要台数
構造 等

・概算事業費、スケジュール 等
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基本計画策定に係る検討体制（庁内）

目的：基本計画の策定にあたり、全庁的な検討体制を構築し、個別の課題等について検討を行う。
構成：課長補佐級、主任級、主査の職員とする。

■庁舎エリア整備基本構想のコンセプト

みんなで描き、みんなでつなぐ、このまちがキャンバスに
このまちに関わる市民、事業者、団体、職員、みんながつながり仲間となって、新しい門真を思い描き、表現する場所をめざす。

庁 議

庁内検討委員会

働き方・レイアウト等
検討WT

デスク計画の方針、執務スペース・会議室・休養室・多目的スペ
ース等のあり方、窓口のあり方、サイン計画 等

検
討
事
項
の
報
告

ワーキングチーム

平常時の広場・市民等
活動交流拠点等検討

WT

非常時の広場・庁舎等
検討WT

公園・広場のあり方、展示・イベントスペース、
市民等利用スペース、周辺エリアとの連携 等

非常時の公園・広場のあり方、非常時の庁舎のあり方、周辺施設
との連携 等
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□基本計画策定スケジュール

基本計画策定に係るスケジュール

（参考）全体スケジュール（基本構想策定時）

9 12 3 6 9 12 3

専門家会議 ・令和８年度基本設計

検討委員会 ・開催頻度は2か月/回程度

各WT
・開催頻度は１か月/回程度

・先進事例の視察を予定

事務局 ・R7.10頃に素案とりまとめ

その他
・R7.12原案を庁議に諮る

・R8.1～2パブコメ　・R8.3計画策定

R６ R7
備　　考

素案とりまとめ

庁議

パブコメ

策定庁議（中間）

第１回 第２回 第３回


